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最 初 に お 読 み く だ さ い

１ 平成２２・２３年度の補充受付について（書面申請分）

（１）受付期間 平成２３年９月１日（木）～平成２３年９月１２日（月）

〔土曜日及び日曜日を除く。〕

＊ 期間経過後の申請は受付できません。

（２）受付時間 １０：００～１２：００ １３：３０～１６：００

（３）受付場所

下記の受付場所に申請書類一式を必ず持参してください。郵送等は不可です。

（１） 出納局管理課（物品係） 神戸市中央区下山手通５－１０－１

TEL：０７８－３４１－７７１１ （内4936）

（２） 阪神南県民局：財務課 尼崎市東難波町５－２１－８

TEL：０６－６４８１－４５１５
（３） 阪神北県民局：財務課 宝塚市旭町２－４－１５

TEL：０７９７－８３－３１１２
（４） 東播磨県民局：財務課 加古川市加古川町寺家町天神木９７－１

TEL：０７９－４２１－９２５６
（５） 北播磨県民局：財務課 加東市社字西柿１０７５－２

TEL：０７９５－４２－９３０６
（６） 中播磨県民局：財務課 姫路市北条１－９８

TEL：０７９－２８１－９０３１
（７） 西播磨県民局：財務課 赤穂郡上郡町光都２－２５

TEL：０７９１－５８－２１０８
（８） 但馬県民局：財務第２課 豊岡市幸町７－１１

TEL：０７９６－２６－３６０８
（９） 丹波県民局：財務課 丹波市柏原町柏原６８８

TEL：０７９５－７３－３７１６
（10） 淡路県民局：財務課 洲本市塩屋２－４－５

TEL：０７９９－２６－２００６

（４）資格有効期間

今回の書面申請分の資格有効期間は、平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日までです。

（５）審査結果について

資格審査の結果については、平成２３年９月末に、申請者あてＦＡＸで通知します。（ＦＡＸ登

録のない方又は、希望する方は、返信用封筒により郵送します。）

２ その他

（１）申請書を提出後に変更が生じたときは、変更届を提出してください。変更届提出の詳細について

は、Ｐ２１の「（参考）資格取得後の登録内容の変更等について」をご覧ください。

（２）将来、物品関係入札参加資格者名簿の登載内容のうち、登録者の商号、所在地、登録業種等が公

表されることがありますのでご了承のうえ申請願います。（個人情報に属する氏名等は公表されま

せん。）
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（３）受付した書類は、原則として返却できませんので、ご了承願います。

３ 申請手続きフローチャート

申請者 県

持 参

申請書 受 付
受付票交付

審査結果通知書受理 審 査

審査結果通知書

（FAX又は郵送）
平成２３年９月末 名簿登載

４ 受付全般についての問い合わせ先

兵庫県出納局管理課物品係

・ＴＥＬ：０７８－３４１－７７１１（内線４９４７）

・ E-mail：buppin_shinsei@pref.hyogo.lg.jp
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Ⅰ 申請の手続き

１ 申請書を提出する者

（１）兵庫県が行う物品関係の競争入札又は見積り合わせに参加することを希望する者が、提出してく

ださい。

（２）登録の対象としていない業種（申請不要））

生鮮食料品販売業、料理・飲食店、新聞販売業

※但し、上記業種を主とする業者が、文房具等上記以外の物品の取扱いがあり、これについて兵庫

県との取引を希望する場合には申請が必要です。

２ 申請の受付ができない者

下記のいずれかに該当する場合は、申請書の受付ができません。

（１）兵庫県の入札参加資格制限基準に該当する者

① 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者

② 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実により入札参加の資格制限期間を満了し

ていない者及び、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

ア 契約の履行にあたって故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者

ウ 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げた者

エ 契約の適正な履行を確保するため又は県の受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又

は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者

オ 正当な理由がなく、落札決定後契約締結を拒んだ者又は正当な理由がなく契約を履行しなか

った者

（２）兵庫県税（個人県民税を除く。）及びこれに付随する延滞金等を延滞している者（法人、個人事

業者とも）

ただし、災害等により地方税法第１５条の規定に基づき、徴収猶予を受けている場合、及び不動

産取得税又は軽油引取税の法定徴収猶予を受けている場合は除く。

（３）消費税及び地方消費税に未納額がある者（法人、個人事業者とも）

ただし、災害等により、国税通則法第４６条等の規定に基づき、納税の猶予又は徴収猶予を受け

ている場合は除く。

（４）物品関係入札参加資格審査申請書又はその添付書類に、故意に虚偽の事項を記載した者

（５）添付書類不備、印鑑押印もれ等、必要な書類が整っていない者
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３ （重要）過去に兵庫県物品関係入札参加資格に登録済みの事業者の皆様に

過去に兵庫県物品関係入札参加資格登録されている事業者の方が、今回の平成22・23年度登録の申

請を行う場合、

「申請者ＩＤ」 、 「パスワード」 が、必ず 必要 になります。

「申請者ＩＤ」及び「パスワード」がなければ、申請できません。

申請者ＩＤ：審査結果通知書により通知された申請者ＩＤ（業者コード）

（電子申請の事前登録の際に発行された申請者ＩＤと同じ）

パスワ－ド：電子申請の事前登録の際に各事業者において設定したパスワード、または書

面申請で申請書に記入したパスワード

◎ 申請者ＩＤ、パスワードを亡失された事業者の方は、下記あて、電話又はメールでお問い合わせい

ただき、申請者ＩＤ、パスワードをご確認の上、申請してください。

兵庫県出納局管理課物品係 （０７８－３４１－７７１１ 〔内線４９４７〕）
E-mail：buppin_shinsei@pref.hyogo.lg..jp

〈件名 ： 「ＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ確認」 とし、商号、代表者氏名、本店所在地、電話番号を記載してください。〉

・各受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜及び祝日を除く。）
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４ 提出書類

（１）全ての申請者が提出する書類

「★県様式」とは県が独自に定めた様式で、申請に当たっては必ず使用してください。なお、

県様式は、県のホームページからダウンロードできます。

法 人 個人事業者
＜共 通＞ ① 物品関係入札参加資格審査申請書（★県様式、記入方法は、本手引きＰ ９～参照）

② 商業登記簿謄本 ②-1 禁治産者等でないことの証明書（身分証明

原本又は写し。発行後３ヶ月以内のもの。 書）

・ 原本又は写し。発行後３ヶ月以内のもの。

※ 日本国内に商業登記がない外国法人の場合 ・ 本籍地の市区町村で発行。

本国の管轄官庁が発行する証明書及びその ※ 外国人の場合：登録原票記載事項証明書

日本語訳文。 ②-2 登記されていないことの証明書

・ 原本又は写し。発行後３ヶ月以内のもの。

・ 東京法務局又は全国の法務局・地方法務局

〔本局〕発行。

※ 以上、上記②-1、②-2両方とも提出が必要で

す。（本手引きＰ２０参照）

＜共 通＞ ③ 兵庫県の県税納税証明書（３）

・ 対象税目： 兵庫県税（個人県民税及び地方消費税を除く。）

・ 原本又は写し。発行後３ヶ月以内のもの。

・ 兵庫県の県税事務所で１通４００円で発行。

※１ 兵庫県税及びこれに付随する延滞金等に滞納がある場合は受付できません。

※２ 兵庫県税が課税されていない事業者(県内に事業所がない場合等)は提出不要です。

【ご注意】

★平成21年4月1日から、県税事務所は統合再編により県内11事務所（従前は17事務所）とな

っておりますのでご注意ください。

統合に伴い廃止となった事務所

灘［神戸］、兵庫［神戸］、尼崎［西宮］、明石［加古川］、上郡［龍野］和田山［豊岡］

※［ ］内は統合先事務所名。県税事務所所在地については、県ホームページ

(http://web.pref.hyogo.lg.jp/pa04/pa04_000000014.html)をご覧ください。

（ご注意） 個人情報の保護をより一層図るため、交付請求者ご本人の確認や代理人請求の場合は

委任の有無を確認させていただきます。また、入札参加資格審査申請期間中は、納税証明書を

交付する各県税事務所の窓口が大変混雑しますので、交付請求の際には、下記書類を御準備のうえ

窓口にお越しください。（混雑状況によっては即日交付できない場合がありますので御了承ください。）

○印鑑（法人の場合は代表者印）

○運転免許証、健康保健証、住民基本台帳カードなど本人確認書類（原本）

○代理人が請求される場合は、委任状及び代理人の印鑑

○県税を２週間以内に金融機関等で納税された方はその領収証書（原本）

○この１ｹ月の期間に自動車の登録を抹消等された方は自動車の抹消登録証等

＜共 通＞ ④ 消費税の納税証明書 個人の場合：証明書の種類 様式その３又はその３の２

法人の場合：証明書の種類 様式その３又はその３の３

※ 様式その１では受付できません。

・ 対象税目：消費税及び地方消費税

・ 原本又は写し。発行後３ヶ月以内のもの。

・ 本店所在地を所管する税務署で発行。

※１ 「未納額がない」完納証明書を提出してください。未納額がある場合は受付できません。

※２ 消費税及び地方消費税が課税されていない事業者は提出不要です。

※３ 「様式その３」を提出する場合には、必ず証明を受けようとする税目欄の「消費税及び
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地方消費税」にレ印を記入してください。

⑤ 前年度（直前決算期）及び前々年度の決算 ⑤ 個人事業経営事項申告書（★県様式、記入方

書類（損益計算書、貸借対照表） 法は、本手引きＰ２０参照）

※ 直前決算期とは、申請日以前で決算が ※ 決算書類を作成している場合は決算書類

確定しているものをいいます。 （前年度及び前々年度分）とともに提出して

ください。

＜ 共 通 ＞ ⑥ 使用印鑑届 （★県様式、記入方法は、本手引きＰ１８参照）

※ 法務局発行の印鑑証明書では受付できませんのでご注意願います。

＜ 共 通 ＞ ⑦ 受付票 （本手引きＰ２１参照）

（２）該当する申請者のみが提出する書類

＜ 以下、法人・個人事業者とも共通 ＞
⑧ 「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」（★県様式、記入方法は、本手引きＰ１８参照）

＊１「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律123号）」において、身体障害者若し

くは知的障害者の雇用状況の報告義務のある事業者(常用労働者56人以上)

・法定雇用率を達成している方及び法定雇用率は達成していないが、身体障害者若しくは知

的障害者を１人以上雇用している方は、公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告

書（様式第６号）」（原則として、職業安定所の平成２２年の受付印のあるもの）の写し

を添付の上、提出してください。

＊２ 身体障害者若しくは知的障害者の雇用状況の報告義務のない事業者(常用労働者55人以下)

・本様式「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」のみ提出してください。添付書類

は、不要です。

＊３ 身体障害者若しくは知的障害者を雇用していない事業者は、提出不要です。

＊「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」の作成については、本手引きＰ１８をご覧くださ

い。

⑨ JISQ9001:2000（ISO9001:2000）、JISQ9001:2008（ISO9001:2008）又はJISQ14001:2004（ISO1

4001：2004)の登録証及び付属書の写し（本手引きＰ１７参照）

要件：9001 ･･･ 企業全体又は入札参加資格登録種目を扱う特定部門・部署（工場）等が取得し

ている場合に提出してください。

14001 ･･･ 企業全体又は入札参加資格登録するすべての営業所等が取得している場合に

提出してください。

⑩ 印刷業に関する保有機器申告書（★県様式、記入方法は、本手引きＰ２０参照）

大分類「０１印刷類」のうち小分類「0101活平版印刷」、「0102軽印刷」、「0103フォーム印刷」、 「0104

特殊印刷」を希望する場合は必ず提出してください。

⑪ 許可証、認可証、届出済証等の写し

希望する業種の営業に関して官公庁の許認可等が必要な場合（本手引きＰ２４参照）は必ず提出し

てください。

⑫ 代理店、特約店等の証明書の原本又はその写し（様式は任意）

販売代理店、特約店となっている場合に提出してください。

⑬ 委任状（★県様式、本手引きＰ１７「２６」参照）
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本店の部門、支店・営業所等を取引窓口として登録する場合は、必ず提出してください。

※１ 委任する支店等ごとに別葉にして作成してください。

※２ 受任者名等は使用印鑑届の記載と同じ内容で、記入・押印してください。

⑭ 審査結果通知書返信用定型封筒

※１ 審査結果通知書は、原則としてFAXで送信しますので返信用封筒は不要ですが、FAX番号
を登録されていない事業者は、必ず提出してください。

※２ 定型封筒（長３ｻｲｽﾞ 23cm×12cm）に必ず返信先を記入し８０円切手を貼付してください。

５ 提出方法

（１）＜最初にお読みください＞ Ｐ ２に記載した受付場所へ受付期間内に必ず持参してください。郵送

等は不可です。

なお、受付時に記載内容等について確認・質問する場合がありますので、説明出来る方が持参し

てください。

（２）添付書類の提出がない場合は受付できません。

（３）ＩＳＯ登録証、障害者雇用状況報告書等の提出がない場合は、該当なしとして取扱います。

（４）申請書と添付書類はクリップ等で止めて受付担当者に提出してください。（ファイル綴じ、ホッ

チキス止め等はしないでください。）

（５）受付期間の後半は毎回非常に混雑します。混雑緩和のため、できるだけ受付期間の早い時期にお

越しください。

また、申請書類等に不備があり再提出する場合も必ず受付期間内に持参する必要がありますので

ご注意願います。

＜申請についての問い合わせ先＞

兵庫県出納局管理課物品係（TEL：０７８－３４１－７７１１ 内線４９４７）

（E-mail：buppin_shinsei@pref.hyogo.lg.jp)
注）メールでのお問い合わせは時間を要する場合もありますので、お急ぎの場合は電話

をご利用ください。
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Ⅱ 申請書類の記入要領

※ 記入に際しては、必ずこの記入要領にひととおり目を通してから行ってください。

１ 物品関係入札参加資格審査申請書について

１ 一般的事項

この申請書は、そのままコンピューター処理の入力票として使用しますので、以下に述べる記

入方法どおりにできるだけ丁寧に記入してください。

（１）申請書に記入する内容について

① 文中に特に定めがない場合には、記入する時点での状況を記載してください。ただし、経営

に関する事項（「１３ 前年度、前々年度決算時の総売上額」から「２０ 流動資産の額、流動

負債の額」の項目については、それぞれの時点を定めていますので、その時点における状況を

記入してください。

② なお、個人事業者の場合は前年１２月末現在の状況を記入してください。

③ また、決算整理中であって直前決算が確定しない場合は、その１期前の確定した決算の内容

を記入してください。

（２）記入にあたっては、黒又は青のボールペンを使用し、次の要領により記入してください。

① 記入は、特に指定のない場合、基本的に左詰で記入してください。

② 漢字は楷書で正確かつ明瞭に記入してください。

③ 数字は、アラビア数字で記入してください。

④ 記入内容を訂正する場合については、修正箇所が少ない場合は、修正テープ等を丁寧に貼り、

その上に正しい内容を記入してください。修正箇所が多い場合は再度様式をダウンロードして

記入し直してください。

（３）申請者は、＊印の欄（受付番号等）には記入しないでください。

２ 受付番号、申請者ＩＤ、パスワード

（１）受付番号は、記入しないでください。

（２）申請者ＩＤは、
① 兵庫県物品関係入札参加資格に登録していない事業者 《新規申請》 … 記入しないでくだ

さい。

② 過去に兵庫県物品関係入札参加資格に登録している事業者《更新申請》 … 前回登録の際に

交付された「申請者ＩＤ」（審査結果通知書に記載されている 9040、9050、9060、9070、9080、

9090で始まる８桁の数字です。）を記入してください。

《 重 要 》

過去に兵庫県物品関係入札参加資格登録されている事業者の方が、今回の平成22・23年度物品関係

入札参加資格登録の補充受付に係る書面申請を行う場合、

「申請者ＩＤ」 、 「パスワード」 が、必ず 必要 になります。

「申請者ＩＤ」及び「パスワード」がなければ、申請できません。
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◎ 申請者ＩＤ、パスワードを亡失された事業者の方は、下記あて、電話又はメールでお問い合わせい

ただき、申請者ＩＤ、パスワードをご確認の上、申請してください。

（申請期間中は、電話が混み合いつながりにくくなりますので、早めの手続をお願いします。）

兵庫県出納局管理課物品係 （０７８－３４１－７７１１ 〔内線４９４７〕）

E-mail：buppin_shinsei@pref.hyogo.lg.jp

〈件名 ： 「ＩＤ、ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ確認」 とし、商号、代表者氏名、本店所在地、電話番号を記載してください。〉

・受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜を除く。）

（３）はじめて登録される事業者の方については、パスワードは、次の要領により申請者が任意に
決定し、記入してください。

６文字以上１２文字以内で、英数字のみ（アルファベット〈小文字のみ〉及び算用数字。

「-」「¥」「.」「,」「/」「?」等の記号は使用できません。）

※１ このパスワードは、メモなどに保存し、絶対に亡失しないようにしてください。

※２ なお、パスワード欄に記載がない場合は、物品関係入札参加資格審査申請の受付ができま

せんので、必ずご記入ください。

３ 申請者

（１）会社名（法人のみ）

① ｢㈱｣、｢㈲｣ 等の略称は使用せず、「株式会社」、「有限会社」と記入してください。

② 個人事業者は、「会社名（法人のみ）」欄には記入しないでください。

（２）代表者名

① 本社代表者名を記入してください。支店、営業所長名での申請はできません。

② 代表者名の姓と名とは枠が別になっていますので、ご注意ください。

③ 必ず代表者名の右横に実印を押印してください（会社印は不要です。）。

（３）所在地

① 登記簿上の所在地を記入してください。なお、登記簿上の所在地と営業上の所在地が異なる

場合は、５(5)登録者情報の所在地を実際の営業上の所在地としてください。

②「都道府県」は、所在地コード一覧表（本手引きＰ２５参照）の都道府県コード表により該当

するコードを記入してください。

③「市町名以下」は、都道府県名以外の住所を、番地まで記入してください。

④「様方・マンション名」は、該当がある場合にのみ記載してください。

＜記入例＞

会社名（法人のみ） 株 式 会 社 神 戸 ポ ー ト

代表者名 （姓） 兵 庫 （名） 太 郎 実 印

所在地

都道府県（兵庫県の場合） ２ ８

市町名以下 神 戸 市 中 央 区 ○ ○ ○ １ ５ － ９

様方・マンション名 ○ ○ マ ン シ ョ ン ○ ○ 号 室
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（４）ＴＥＬ

英数字で記入してください。なお、以下のようにハイフンで区切って記入してください。

＜記入例＞

０ ７ ８ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

４ 連絡先

（１）連絡先の欄は、実際に書類を作成された担当者の「会社名（支店名）」、「氏名」等を記入し

てください。（内容を確認するときの連絡先となります。）

（２）行政書士が代行される場合は、行政書士の事務所名、氏名等の情報を記入してください。（こ

の場合、申請者の了解を得てください。）

（３）なお、記入方法は、「３ 申請者」欄と同様ですが、E-mail、FAXは次のように記入してくだ
さい。

＜記入例＞

E-mail

○ ○ @ ○ ○ ○ . ○ ○ . j p
※ ただし、携帯電話のアドレス及び日本語メールアドレスは使用できませんので記入しな

いでください。

ＦＡＸ

０ ７ ８ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ ○

※ なお、連絡先のFAX番号については、審査結果通知書の送付等に使用いたしますので、
変更が生じた場合は速やかに変更届を提出してください。

５ 登録者情報（本店・本社を記載）

（１）本店・本社の内容を記入してください。支店、営業所名での登録はできません。

（２）ふりがな

屋号・商号のふりがなを、ひらがなで記入してください。なお「かぶしきがいしゃ」、「ゆ

うげんがいしゃ」等の組織区分は省略し、名称のみを記入してください。

＜記入例＞

「株式会社神戸ポート」の場合

こ う べ ぽ ー と

（３）商号・屋号

法人の場合は商号を、個人事業者の場合は屋号を記入してください。なお、｢㈱｣、｢㈲｣ 等の

略称は使用せず、「株式会社」、「有限会社」と記入してください。（「３ 申請者」の記入例

参照）

（４）代表者名

代表者の氏名のみを記入してください。役職名は不要です。また、姓と名とは枠が別になっ

ていますのでご注意ください。（「３ 申請者」の記入例参照）

（５）郵便番号

本店・本社の所在地の郵便番号を、数字で記入してください。また最初の３桁と残りの４桁

との間には、ハイフンを記入してください。

＜記入例＞

６ ５ ０ － ０ ０ １ ９
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（６）所在地（営業上の所在地を記入してください。）

① 都道府県・市町（区）

都道府県欄は、所在地コード一覧表により、本店・本社所在地の都道府県コードを記入し

てください。その右隣の市町（区）の欄については、本店・本社が兵庫県内にある場合のみ、

所在地コード一覧表により、市町（区）コードを記入してください。（県外の場合は空欄）

＜記入例 ＞

ア 兵庫県内に本店・本社がある場合

（兵庫県神戸市中央区 ○○通○－○－○ の場合）

都道府県 ２ ８ 市町（区） ０ ０ ３ 番地等 ○ ○ 通 ○ － ○ － ○

（兵庫県赤穂郡上郡町 ○○○－○○ の場合）

都道府県 ２ ８ 市町（区） ６ ０ ８ 番地等 ○ ○ ○ － ○ ○

イ 兵庫県外に本店・本社がある場合

（大阪府大阪市○○区○○－○－○ の場合）

都道府県 ２ ７ 市町（区） 番地等 大 阪 市 ○ ○ 区 ○ ○ － ○ － ○

〔空 欄〕

（７）TEL、FAX
「３ 申請者」、「４ 連絡先」の同項目と同様に記入してください。

（８）E-mail
「４ 連絡先」のE-mailと同様に記入してください。

（９）URL
URLをお持ちの場合、記入してください。

＜記入例＞

http://web.pref.hyogo.jp/ の場合

h t t p ： / / w e b ． p r e f ． h y o g o ． j p /

（10）取引希望の有無

① 本店・本社が取引の主体となることをを希望する場合は、必ずチェック（レ）を記入して

ください。（本社・本店のみ登録を行う申請者にあっては、必ずチェックを入れてくださ

い。）

② 本手引きＰ１７の「２６ 取引を希望する支店、営業所等」で登録した支店、営業所のみで

県と取引を行い、本店・本社では取引を希望しない場合のみチェックが不要です。

※ チェックがない場合には、本店・本社では入札等に参加できませんのでご注意ください。

６ 人 格

登録者の人格に応じて、該当する次のコード番号を記入してください。

０ 個 人

１ 株式会社

２ 有限会社

３ 合資会社

４ 合名会社

５ 上記以外（協同組合、社団法人、NPO法人、中間法人、独立行政法人等）
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７ 資本形態

登録者の資本の形態に応じて、該当する次のコード番号を記入してください。

０ 国内企業（邦人の個人を含む）

１ 外国企業(1) （国内に支店等の営業拠点を有する企業及び外国人登録をしている個人）

２ 外国企業(2) （国内に支店等の営業拠点を有しない企業及び上記以外の外国人）

３ 合弁企業(1) （外国資本の比率が50％超の企業）
４ 合弁企業(2) （外国資本の比率が50％の企業）
５ 合弁企業(3) （外国資本の比率が50％未満の企業）

８ 事業別区分

登録者の事業の形態に応じて、該当する次のコード番号を記入してください。

１ 鉱工業、製造業、製造卸業、運送業、印刷業、リース業、及び２、３、４のいずれにも

該当しない業種を主たる営業種目とする者

２ 小売業、製造小売業を主たる営業種目とする者

３ 卸売業を主たる営業種目とする者

４ 各種サービス業を主たる営業種目とする者

９ 希望業種

登録後の入札参加についての重要な申請事項ですので、充分検討して記入してください。

（希望順位（特に第一希望）は、発注の際に考慮されることがあります。）

（１）「業種別コード区分表」（本手引きＰ２７～Ｐ２９）により、兵庫県との取引を希望する業種

を選択し、該当する業種区分のコード番号を記入してください。

（２）希望業種は、大分類に関係なく小分類で５個まで選択できます。この際、同じ小分類コードを

２回以上重複して記載しないでください。

（３）今回申請された希望業種については、今回登録の有効期間中は希望順位を変更したり、新たな

希望業種と入れ替えたりはできませんので、充分考慮のうえ記入してください。また、第２希望

以下は後でも追加ができますので、現時点で無理に記入する必要はありません。

〔ご注意：印刷類の希望順位について〕

出納局管理課（本庁）が行う指名競争入札や見積り合わせについては、原則として該

当する分類の第一希望の中から指名業者を選定しますので、希望順位には注意してくだ

さい。

また、活平版印刷または軽印刷の場合は、第一希望の方のうち、別途、出納局管理課

契約希望業者登録を行った方から指名業者を選定しますので、希望される方は、兵庫県

庁ホームページ内の「出納局管理課における活平版印刷又は軽印刷契約希望業者登録に

ついて」を参照してください。

１０ 取扱品目（業務）、メーカー名等

登録後の入札参加についての重要な申請事項ですので、充分検討して記入してください。

（１）各「大分類」のうち、「その他○○」を希望した場合には必ず、取扱いを希望する機器の名

称や業務名を具体的に簡潔に記入してください。

（２）また、特殊な機器の取扱いを希望する場合にも、同様に記入してください。（取扱品目等は、

発注の際に考慮されることがあります。）
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《例 １》 販売業・製造販売業等の場合

①「取扱品目（業務）」欄は、取扱いを希望する品目の一般的名称を記入してください。（必

ずしも「小分類」の表現とは一致しなくともよい。）品目名は、複数を記入することができ

ます。

②「メーカー名等」欄は、取引メーカー名を記入してください。主力取引メーカーや、特約

店・代理店関係にあるものは優先して記入してください。この場合には、特約店証明書等の

添付が必要です。自社製造の場合は「自社」と記載してください。

＜記入例＞ 小分類「医療用薬品」を第１希望、「医療機器」を第２希望とする場合

大分類名 小分類名 取扱品目 （業務） メーカー名等

医 薬 品 全 般 、 ○ ○ 製 薬 、 △

◆第１希望 ０ ７ ０ ７ ０ ２ 検 査 用 試 薬 △ ケ ミ カ ル

診 察 台 、 手 術 ○ ○ 医 療 、 △

第２希望 ０ ７ ０ ７ ０ １ 用 器 材 △ メ デ ィ カ ル

《例 ２》 役務の提供の場合

①「取扱品目（業務）」欄は、取り扱いを希望するサービス等の具体的な名称又はサービス

内容等を記入してください（「小分類」の表現よりも具体的なものとしてください。）。

品目（業務）名は、複数を記入することができます。

②「メーカー名等」欄は、特に記入する必要はありません。

＜記入例＞ 小分類「電算業務（開発、保守管理）」を第１希望とする場合

大分類名 小分類名 取扱品目 （業務） メーカー名等

各 種 ア プ リ ケ

◆第１希望 １ ４ １ ４ ０ １ ー シ ョ ン ソ フ

ト 開 発

１１ 取得資格・許認可等

営業に関し必要な官公庁の許可・認可等がある場合は、その名称を記入してください。この場

合には、官公庁発行の許可証の写し等の添付が必要です。なお、該当がない場合は、特に記入す

る必要はありません。

＜記入例＞

資格取得・許認可等

医 薬 品 販 売 業

許 可 、 農 薬 販

売 業 届

１２ 摘要（取扱支店等）

（１） 大分類「燃料・動力類」を希望する者で石油元売会社と特約店関係にある者は、当該元売系

列名を記入してください。

（２） 各小分類ごとに、対応する取扱支店等が限定される場合は、その取扱支店等を記入してくだ

さい。

例えば、小分類「●▲」について取り扱い可能な支店等が、神戸支店のみである場合には、
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小分類「●▲」を記載した行の摘要欄に「神戸支店」と記入してください。

その場合は、記入した支店等について「２６ 取引を希望する支店・営業所等」にも記入が

必要です。

（３） 該当がない場合は、記入する必要はありません。

＜記入例＞

摘要（取扱支店等）

神 戸 支 店 、 オ

ー ト バ イ 販 売

１３ 前年度、前々年度決算時の総売上額（※千円単位〈千円未満切り捨て〉、数字、右詰で記入）

（１）前年度、前々年度決算時の総売上額を記入してください。

（２）営業開始から１年を経過しない場合で、決算を行っていない者は「０」を記入してください。

（３）決算時期変更のため、各決算対象期間が12ヶ月間でない場合

決算対象期間に係わらず、直前決算時から12ヶ月間遡った総売上額を前年度決算時の総売上額

欄に、更に12ヶ月遡った総売上額を前々年度決算時の総売上額欄に記入してください。（この場

合には、対象となる期間の決算関係資料と12ヶ月分に対応する内訳書を提出してください。）

（４）営業月数が24ヶ月に満たない場合

直前決算時から12ヶ月間遡った総売上額を前年度決算時の総売上額欄に、それ以前の総売上額

を前々年度決算時の総売上額欄に記入してください。

（この場合には、対象となる期間の決算関係資料と12ヶ月分に対応する内訳書を提出してくださ

い。）

（５）前年中に合併した場合

合併したすべての法人の売上額の合計を、前年度決算時の総売上額欄に記入してください。

１４ 資本金額（※千円単位〈千円未満切り捨て〉、数字、右詰で記入）

（１）直前決算期の資本金額を記入してください。

（２）営業開始から１年を経過しない場合で、決算を行っていない者は「０」を記入してください。

（３）個人事業の場合は、直前決算期末の元入金額を記入してください。

１５ 自己資本の額（※千円単位〈千円未満切り捨て〉、数字、右詰で記入）

（１）直前決算期分貸借対照表の資本の部（純資産の部）合計を記入してください。

（２）営業開始から１年を経過しない場合で、決算を行っていない者は「０」を記入してください。

（３）個人事業の場合は、期首の資本金に、事業主借勘定、事業主利益を加え、事業主貸勘定を控除

した金額を記載してください。

（４）この額が負となる場合は、金額の前にマイナス（「－」）を付けて記入してください。

１６ 設備の状況（※千円単位〈千円未満切り捨て〉、数字、右詰で記入）

（１）直前決算期における貸借対照表中の有形固定資産の各項目の中から、「機械装置」「車両運搬

具」及び「工具・器具及び備品」の３項目のみ（「土地」､「建物」､「建物付属設備」等、他の

項目は含まない。)の合計金額を記入してください。

（２）営業開始から１年を経過しない場合で、決算を行っていない者は「０」を記入してください。

１７ 従業員数

（１）直前決算期における本店及び支店等の常時雇用人数及び役員の人数の合計、個人事業の場合は

営業主及び従業員の人数の合計を記入してください。（いずれもパート・アルバイト等非正規雇

用はは含まない。）

（２）決算を行っていない者は、申請時における従業員数を記入してください。
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１８ うち障害者数

（１）「従業員数」で記入した人数のうち、障害者の実人数を記入してください。（障害者雇用状況

報告書に記載している人数ではありませんのでご注意ください）

（２）障害者を雇用していない場合は「０」を記入してください。

１９ 営業開始年月

（１）営業開始年月は、法人にあっては現法人の登記簿上の設立年月（登記簿上で確認できるもの、

前身が個人営業又は合併等を経た場合でも同様）、個人にあっては現在の経営者が経営権（いわ

ゆるのれん）を得た年月を記入してください。

（２）個人事業の法人化、特定部門独立等による新法人の設立、のれん分け、相続等は、その時点の

年月を記入してください。記入方法は、以下の例のように記入してください。

＜記入例＞ 昭和９年４月設立の場合

１ 明 治 ０ ９ 年 ０ ４ 月

２ 大 正

３ 昭 和

４ 平 成 ※ 年号は、該当するコード番号を丸で囲んでください。

２０ 流動資産の額、流動負債の額（※千円単位〈千円未満切り捨て〉、数字、右詰で記入）

（１）直前決算期の貸借対照表中の「流動資産」の額及び「流動負債」の額を記入してください。

（２）営業開始から１年を経過しない場合で、決算を行っていない者は「０」を記入してください。

２１ 県税課税の有無

次表により該当するコード番号を記入してください。

１ 兵庫県税の課税事業者

２ 〃 非課税事業者

※ 課税事業者は、納税証明書(３)《県税事務所発行》の原本又はその写しを提出してください。

２２ 消費税課税の有無

次表により該当するコード番号を記入してください。

１ 消費税の課税事業者

２ 〃 非課税事業者

※ 課税事業者は、完納証明書（その３、その３の２、その３の３のいずれか）《税務署発行》

の原本又はその写しを提出してください。

２３ 障害者法定雇用率達成状況

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定による障害者の雇用率の達成状況について、次表

により該当するコード番号を記入してください。

１ 法定雇用率達成事業主

２ 法定雇用率未達成事業主で法定雇用率の２／３以上の障害者を雇用している者

３ 法定雇用率未達成事業主で法定雇用率の１／３以上、２／３未満の障害者を雇用している者

４ 法定雇用率未達成事業主で法定雇用率の１／３未満の障害者を雇用している者

５ 法定雇用率報告義務のない事業主（常用労働者55人以下）で障害者を雇用している者

６ 障害者を雇用していない事業主
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※「１」～「５」に該当する場合は、次に掲げる書類が必要です。

添付書類の提出がない場合は、「６ 障害者を雇用していない事業主」として取り扱い

ます。

（１）「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律123号）」において、身体障害者若しくは

知的障害者の雇用状況の報告義務のある事業者(常用労働者56人以上)

・法定雇用率を達成している方及び法定雇用率は達成していないが、身体障害者若しくは知的障

害者を１人以上雇用している方は、別紙様式「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」に

公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書（様式第６号）」（原則として、職業安定所

の平成２２年の受付印のあるもの）の写しを添付のうえ提出してください。

（２）身体障害者若しくは知的障害者の雇用状況の報告義務のない事業者(常用労働者55人以下)

・別紙様式「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」のみ提出してください。添付書類は、

不要です。

＊別紙様式「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」の作成については、本手引きＰ１８をご覧

ください。

２４ ISO9001取得の有無

JISQ9001：2000（ISO9001:2000）、JISQ9001：2008（ISO9001:2008）の取得状況について 以下

の区分に応じて、次表により該当するコード番号を記入してください。

１ 企業全体又は入札参加資格登録種目を扱う特定部門・部署（工場）等が取得して

いる場合

２ １以外の場合

※「１」に該当する場合は登録書及び付属書の写しの添付が必要です。

２５ ISO14001取得の有無

JISQ14001：2004（ISO14001：2004）の取得状況について、次表により該当するコード番号を
記入してください。

１ 企業全体又は入札参加資格登録するすべての営業所等が取得している場合

２ １以外の場合

※「１」に該当する場合は登録証及び付属書の写しの添付が必要です。

ＩＳＯの取得とは、（財）日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という。）又はＪＡＢと相互認証している認

定機関に認定されている審査登録機関から認証を受けていることです。

２６ 取引を希望する支店、営業所等

法人等の代表者から委任を受け、契約権限を有している本店の部門、支店・営業所等で、兵庫

県と取引を希望するものがある場合には、その支店、営業所等の情報を記入してください。この

場合、法人等の代表者（支店・営業所等は不可）からの委任状が必要です。

その他の欄の記入については、「５ 登録者情報」の欄の記入方法と同様です。

２７ 添付書類
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添付書類のチェックボックスに、チェックを記入してください。

なお、提出すべき書類等については「提出書類」（本手引きＰ６～８参照）に記載のとおり

です。

（１）許可証、認可証、届出済証等

チェックボックスにチェックを入れ、枚数欄に許可等の件数を数字で記入してください。

また、枚数の右横の欄には、許可、認可等の名称を記入してください。

（２）代理店、特約店等の証明書

チェックボックスにチェックを入れ、枚数欄に代理店等の件数を数字で記入してください。

また、枚数の右横の欄には、代理店、特約店等の内容を記入してください。（代理店、特約店

以外のいわゆる販売店は、該当しませんので、記入しないでください。）

（３）委任状（本店・本社から本社の部門、支店、営業所等への委任）

該当する支店等に合わせて、チェックボックスにチェックを記入してください。

２ 使用印鑑届について

（１）表の上部右側に、法人等の代表者名で（支店長、営業所長等名は不可）、実印を押印して提

出してください。

（２）表中、本店欄には必要事項を記入し、本店が兵庫県との取引（入札、見積、代金の請求受等）

に通常使用する印鑑を、鮮明に押印してください。使用印鑑は通常の取引の際に使用するもので

すので、実印である必要はありません。

なお、本店での取引を希望されない場合は本店欄は空欄とし、記入押印等をしないでください。

（３）表中、支店欄には「２６ 取引を希望する支店、営業所等」で県と取引を希望する支店・営業

所等を登録した場合に記入してください。必要事項を記入し、委任状に押印した印鑑と同じ印鑑

を鮮明に押印してください。

※１ 会社（支店等）印（いわゆる“角印”“社印”）がない場合は、空欄で結構です。（代表者

印は必ず押印してください。）

※２ 資格取得後、兵庫県との取引には、この用紙に押印した印鑑を使用していただくことになり

ます。使用印鑑を変更する際は、変更届が必要になりますのでご注意願います。

３ 障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）について

（１）この報告書は、「障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律123号）」において、身

体障害者若しくは知的障害者の雇用状況の報告義務のある事業者（常用労働者56人以上)及び同雇

用状況の報告義務のない事業者（常用労働者55人以下)で、身体障害者若しくは知的障害者を１人

以上雇用している事業者は、必ず提出してください。

（２）記入例と添付書類

常用雇用労働者 常用雇用身体障害者 雇 用 率

の総数 及び知的障害者の数

雇用の状況

ア イ ウ

人 人 ． ％

該当コード番号に○印してください。 ↓
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１ 雇用報告義務があり、法定雇用率(1.8%)を達成している

２ 雇用報告義務があり、雇用率（1.2%以上1.8%未満）である

３ 雇用報告義務があり、雇用率（0.6%以上1.2%未満）である

４ 雇用報告義務があり、＆雇用はしているが、雇用率は0.6%未満である

５ 雇用報告義務はないが、障害者を雇用している

６ 雇用報告義務の有無にかかわらず障害者を雇用していない

＊ ここで選択した番号を、「障害者法定雇用率達成状況」欄に記入してください。

身体障害者若しくは知的障害者の雇用状況の報告義務のある事業者の方は、

以下をご覧ください。

・ア欄：公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書（様式第６号）」に記載している

⑨「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者の数」を記入してください。

・イ欄：同 ⑭ 「計」欄の人数を記入してください。

・ウ欄：同 ⑮ 「実雇用率」を記入してください。

・下表：ウ欄の雇用率から、１～４、６の区分に該当する項目の番号に○印してください。

・１．８％以上（法定雇用率達成事業主） …… １

・１．２％以上１．８％未満 …… ２

・０．６％以上１．２％未満 …… ３

・０．６％未満 …… ４

・障害者等を雇用していない（イ欄が０人）場合 …… ６

・添付書類：公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書（様式第６号）」（原則とし

て、職業安定所の平成２２年の受付印のあるもの）の写し

身体障害者若しくは知的障害者の雇用状況の報告義務のない事業者 (常用

労働者55人以下 ) の方は、以下をご覧ください。

・ア欄：申請時点での常時雇用する労働者の数を記入してください。

・イ欄：うち常用雇用身体障害者及び知的障害者の数を記入してください。

・ウ欄：記入不要です。

・下表：イ欄が、１人以上の場合 …… ５

イ欄が、０人の場合 …… ６

・添付書類：不要

（３）その他

「障害者雇用状況報告書（様式第６号）」《原則として、職業安定所の受付印のあるもの》の

写しの添付、又は「障害者雇用状況報告書（兵庫県：物品関係）」の提出がない場合は、『６ 障

害者を雇用していない事業主』として取り扱います。
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４ 印刷業に関する保有機器申告書について

（１）この用紙は、業種の希望順位にかかわらず、大分類「01印刷類」のうち、小分類「0101活平版

印刷」、「0102軽印刷」、「0103フォーム印刷」及び「0104特殊印刷」のいずれかを希望する場

合に必ず提出してください。

（２）保有している機器の台数及びその概要を各欄に記入してください。（購入分のみでなくリース

契約等で導入している機器も記載のこと。）

５ 個人事業に係る経営事項申告書について

（１）個人事業者については、この申告書を作成のうえ、代表者の実印を押印して提出してください。

（決算書類を作成している場合は決算書類（前年度及び前々年度分）とともに提出してください。）

（２）（ ）又はワクの中の各欄に必要な金額を記入し、計算が必要な箇所はそれぞれ計算を行って

必要な金額を算出してください。

（３）各欄の記入にあたっては、会計の帳簿や、税務署に提出した青色申告書の控え等を参照してく

ださい。

６「登記されていないことの証明書」等について

「民法の一部を改正する法律」等の成年後見関連四法（新法）が平成12年４月１日から施行され

たことにより、個人事業者について、身分証明書として下記の２種類が必要となっています。

「登記されていないことの証明書」とは，成年被後見人，被保佐人等の登記がされていないこと

を証明するものです。この証明書は，平成12年４月１日以降に登記されていないことを証明するも

のであり，同年３月31日までに禁治産宣告・準禁治産宣告を受けているかどうかを証明するものは

本籍地の市区町村が発行する身分証明書になりますので、次の２種類を提出してください。

○禁治産者、準禁治産者、又は破産者でないことの証明書（身分証明書）

・・・（本籍地の市区町村で発行）

○登記されていないことの証明書 ・・・（東京法務局又は全国の法務局・地方

法務局〔本局〕で発行）

「登記されていないことの証明書」の入手方法等につきましては下記のとおりです。

（１）申請用紙 ： 申請用紙は、最寄りの法務局・地方法務局の窓口、テレフォンファクスサービ

ス、または法務省のホームページ（http://www.moj.go.jp/）からダウンロード等
の方法で取り寄せできます。

（２）証明事項 ：「成年被後見人、被保佐人、被補助人とする記録がない」と記入してください。

（３）申請方法 ： 申請用紙に、必要事項を記入、押印のうえ、下記の額の登記印紙（手数料：下

記※参照）を貼って請求してください。

※ 登記されていないことの証明書 １通につき ４００円

※ 登記印紙は法務局または集配業務を行っている郵便局（中央郵便局等）で販

売されています。収入印紙とは違いますのでご注意ください。
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（４）申請先

① 窓口申請の場合： 申請書を直接、東京法務局の後見登録課、又は東京法務局以外の全国の

法務局・地方法務局〔本局〕の戸籍課の窓口に提出してください。

兵庫県の場合：神戸地方法務局本局

神戸市中央区波止場町１－１ 神戸第二地方合同庁舎

電話 ０７８－３９２－１８２１

② 郵送申請の場合： 申請書を東京法務局後見登録課に返信用封筒（あて名を明記、切手を

貼付したもの）を同封し、送付してください。

《東京法務局》〒１０２－８２２６

東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎

東京法務局民事行政部後見登録課

TEL ０３－５２１３－１２３４（代表）

（５）その他

① 登記および証明書の請求の詳細につきましては、上記の東京法務局民事行政部後見登録課ま

でお問い合わせください。

② 特に郵送による証明書の請求については、繁忙時の場合、相当の日時を要する場合がありま

すので、早めに手続きください。

７ 審査結果通知書返信用定形封筒について

審査結果通知書は原則としてFAXで送信しますが、FAX番号の登録がない場合には、郵送で通知
しますので返信用封筒を提出してください。

（１）定形封筒（なるべく「長３ｻｲｽﾞ(23cm×12cm)」の封筒でお願いします。）に、この通知書の
返送先を記入し、８０円切手を貼付して提出してください。

（２）返送先以外の事項は何も記入しないでください。

○○市○○町 １－１ 切手80円

郵便番号

○○○○ 様 ○○○ー○○○○

８ 受付票について

受付票については、太枠の中に商号又は屋号を記載してください。他の欄は記載する必要はあり

ません。
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（参考）資格取得後の登録内容の変更等について

（１）入札参加資格審査申請事項の変更届について

入札参加資格審査申請事項に変更があった場合、その旨の届け出が必要になることがあります。

届出が必要な場合は、速やかに関係書類を提出してください。（持参、郵送又は電子のいずれかに

より提出願います。）

なお、資格承継については、事由によっては認められないことがありますので、詳しくはお問い

合わせください。

イ 届出が必要な事項

① 商号又は名称の変更

② 支店又は営業所の名称、所在地、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス等の変更

③ 本店の取引希望の有無の変更

④ 法人にあっては、その代表者及び受任者の氏名の変更

⑤ 個人にあっては、その者の氏名及び受任者の氏名の変更

⑥ 使用印鑑の変更

⑦ 営業を廃止した場合

⑧ 資格の承継があった場合（会社の合併、営業譲渡、個人の相続、個人から法人への組織変更

等）

ロ 届出が必要な書類

① 物品関係入札参加資格審査申請書記載事項変更届（書面又は電子データ）

② 委任状（既提出内容に変更がある場合）

③ 使用印鑑届（既提出内容に変更がある場合）

④ 承継内容の判る資料（資格の承継の場合）

＜例＞

・合併契約書の写し

・債権債務譲渡契約書の写し

・株主総会の議事録の写し

・定款の写し ほか

注）１ 変更事項が確認できる書類（登記簿謄本等）を添付してください。

２ 本店等の代表者（支店、営業所は不可）名義で届出をしてください。

ハ 届出が不要な事項

① 資本金等の増額又は減額

② 代表者以外の役員の変更

③ 兵庫県との取引に関係のない支店等に係る変更

④ ISO9001、ISO14001の取得に係る変更

（２）パスワードの変更について

① セキュリティ上の必要性等からパスワードを変更する場合には、郵送又は画面上から変更が

できますが、パスワードを亡失した場合には、画面上から変更することはできません。

②「パスワード変更申請書」（県のホームページから様式をダウンロードできます。）に実印を

押印のうえ、印鑑証明書を添付して、下記の宛先に持参又は郵送してください。

③ 画面上からの変更については、「物品関係入札参加資格審査申請電子申請操作手引書」（県

のホームページからダウンロードできます。）をご覧ください。

④ なお、亡失の場合のパスワードの変更手続きには、２週間程度かかることがありますので、
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あしからずご了承願います。

＜問い合わせ先・郵送先＞

「兵庫県出納局管理課物品係」

〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５丁目１０番１号

℡ ０７８－３４１－７７１１（内線４９４７）

電子メールアドレス buppin_shinsei@pref.hyogo.lg.jp
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営業に関し必要な許可・認可等一覧（例示）

注）ここに記載したものは、営業に関して必要な許可等の例示です。これ以外の営業種目でも許可等

を必要とする場合は許可証等の写しを添付してください。

大分類名 小分類名 業務の名称 必要な許認可等

０４ 船舶・車両類 船舶新造 小型船造船業 国土交通省：登録

造船業 国土交通省：許可

車両部品及び修理 自動車分解整備事業 国土交通省：認証

０６ 理化学・計測機器類 計測機器 計量器販売業 知事：登録

計量器製造業 経済産業省：登録

その他理化学・計 消防設備業 市町村：届出

測機器類

０７ 医療・薬品類 医療機器 医療用具販売業 知事：届出

医療用薬品 医療品販売業 知事：許可

毒物劇物販売業 知事：登録

工業用薬品 毒物劇物販売業 知事：登録

０８ 農林水産業用品類 農林水産業用薬品 動物用医薬品販売業 知事：許可

毒物劇物販売業 知事：登録

農薬販売業 知事：届出

肥料 肥料販売業務 知事：届出

１０ 燃料・動力類 石油 石油製品販売業 経済産業省：届出

揮発油販売業 経済産業省：登録

ＬＰガス 液化石油ガス販売事業 知事：許可

危険物販売業 市町村：許可

高圧ガス 高圧ガス販売業 知事：届出

１３ リース・レンタル リース 自動車有償貸渡業 国土交通省：許可

その他運送 貨物自動車運送事業 国土交通省：許可

クリーニング クリーニング業 知事：届出

人材派遣 一般労働者派遣事業 厚生労働省：許可

特定労働者派遣事業 厚生労働省：届出

１４ 役務の提供 資源回収 古物商 公安委員会：許可

警備業務 警備業 公安委員会：認定

設備保守・管理 浄化槽保守点検業務 知事：登録

その他清掃 浄化槽清掃業 市町村：許可

産業廃棄物処理 産業廃棄物処理業 知事：許可

その他役務 倉庫業100,000㎡以上 国土交通省：許可

計量証明業 知事：届出
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所在地コード一覧表

１ 都道府県コード表

都道府県名 コード番号 都道府県名 コード番号

北 海 道 ０ １ 徳 島 県 ３ ６

青 森 県 ０ ２ 香 川 県 ３ ７

岩 手 県 ０ ３ 愛 媛 県 ３ ８

宮 城 県 ０ ４ 高 知 県 ３ ９

秋 田 県 ０ ５ 福 岡 県 ４ ０

山 形 県 ０ ６ 佐 賀 県 ４ １

福 島 県 ０ ７ 長 崎 県 ４ ２

茨 城 県 ０ ８ 熊 本 県 ４ ３

栃 木 県 ０ ９ 大 分 県 ４ ４

群 馬 県 １ ０ 宮 崎 県 ４ ５

埼 玉 県 １ １ 鹿児島県 ４ ６

千 葉 県 １ ２ 沖 縄 県 ４ ７

東 京 都 １ ３

神奈川県 １ ４

新 潟 県 １ ５

富 山 県 １ ６

石 川 県 １ ７

福 井 県 １ ８

山 梨 県 １ ９

長 野 県 ２ ０

岐 阜 県 ２ １

静 岡 県 ２ ２

愛 知 県 ２ ３

三 重 県 ２ ４

滋 賀 県 ２ ５

京 都 府 ２ ６

大 阪 府 ２ ７

兵 庫 県 ２ ８

奈 良 県 ２ ９

和歌山県 ３ ０

鳥 取 県 ３ １

島 根 県 ３ ２

岡 山 県 ３ ３

広 島 県 ３ ４

山 口 県 ３ ５
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２ 県内市町（区）コード表

市町（区）名 コード番号 市町（区）名 コード番号

神戸県民局管内 中播磨県民局管内

神戸市東灘区 ０ ０ １ 神崎郡市川町 ５ ０ ５

神戸市灘区 ０ ０ ２ 神崎郡福崎町 ５ ０ ６

神戸市中央区 ０ ０ ３ 神崎郡神河町 ５ ０ ９

神戸市兵庫区 ０ ０ ４ 姫 路 市 ５ １ ０

神戸市長田区 ０ ０ ５ 西播磨県民局管内

神戸市須磨区 ０ ０ ６ 相 生 市 ６ ０ １

神戸市垂水区 ０ ０ ７ 赤 穂 市 ６ ０ ３

神戸市北区 ０ ０ ８ 揖保郡太子町 ６ ０ ７

神戸市西区 ０ ０ ９ 赤穂郡上郡町 ６ ０ ８

阪神南県民局管内 宍 粟 市 ６ １ ８

尼 崎 市 １ ０ １ た つ の 市 ６ １ ９

西 宮 市 １ ０ ２ 佐用郡佐用町 ６ ２ ０

芦 屋 市 １ ０ ３ 但馬県民局管内

阪神北県民局管内 養 父 市 ７ ２ ０

伊 丹 市 ２ ０ １ 朝 来 市 ７ ２ １

宝 塚 市 ２ ０ ２ 豊 岡 市 ７ ２ ２

川 西 市 ２ ０ ３ 美方郡香美町 ７ ２ ３

三 田 市 ２ ０ ４ 美方郡新温泉町 ７ ２ ４

川辺郡猪名川町 ２ ０ ５ 丹波県民局管内

東播磨県民局管内 篠 山 市 ８ ０ １

明 石 市 ３ ０ １ 丹 波 市 ８ ０ ８

加 古 川 市 ３ ０ ２ 淡路県民局管内

高 砂 市 ３ ０ ３ 南あわじ市 ９ １ ２

加古郡稲美町 ３ ０ ４ 淡 路 市 ９ １ ３

加古郡播磨町 ３ ０ ５ 洲 本 市 ９ １ ４

北播磨県民局管内

小 野 市 ４ ０ ３

加 西 市 ４ ０ ４

西 脇 市 ４ １ ３

三 木 市 ４ １ ４

多可郡多可町 ４ １ ５

加 東 市 ４ １ ６
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業種別コード区分表

＜物品の製造・販売等＞

大 分 類 小 分 類

コード 名 称 業 務 の 例 示

印刷類 0101 活平版印刷 新聞・雑誌等刊行物、ﾎﾟｽﾀｰ、様式

コード ： ０１ 0102 軽印刷 少部数単色刷

0103 フォーム印刷 電算用紙、連続帳票、ＯＣＲ用紙

0104 特殊印刷 シール、ステッカー

0105 地図 地図調製、航空写真

0106 青写真 マイクロフィルム、カラーコピー

0199 その他印刷類 上製本、点字印刷

文具・事務用機器類 0201 用紙 一般用紙、和紙、製図用紙

コード ： ０２ 0202 文具・事務用品 （電子計算機、複写機、家具等を除く）

0203 教材 黒板、画材、製図用具

0204 OA機器・サプライ ﾊﾟｿｺﾝ・周辺機器、複写・印刷機器、ｻﾌﾟﾗｲ

0205 印判 印鑑、ゴム印

0299 その他文具・事務用機器

じゅう器類 0301 家具 木製・スチール家具、事務用家具

コード ： ０３ 0302 ミシン・編み機

0303 ガス・厨房機器 厨房機器（食器を除く）、ガスストーブ

0304 幕・テント・看板 会場設営、舞台装置

0399 その他じゅう器 浴槽、トイレ設備

船舶・車両類 0401 船舶新造

コード ： ０４ 0402 船舶部品及び修理 船外機、艤装品、救命具

0403 車両販売

0404 車両部品及び修理 車検、特殊架装

0405 航空機 ヘリコプター、チャーター

0499 その他車両等 自転車、オートバイ

一般機械器具設備類 0501 電機設備 受変電・発電設備、配分電設備、空調設備

コード ： ０５ 0502 家電製品 一般家電製品、照明器具、蛍光灯

0503 通信・音響機器 通信機器、放送・音響機器、視聴覚機器

0504 建設機器

0505 工作機器 工具、旋盤、ボール盤

0506 消防機器 防災用品,火災報知器,避難器具,災害用備蓄品

0599 その他機械器具・設備類 ポンプ、ボイラー、自販機、食品加工機械

理化学・計測機器類 0601 理化学機器 化学・工学機器、分析装置、実験機材

コード ： ０６ 0602 環境機器 気象観測・公害防止機器

0603 計測機器 度量衡器、測量用機器

0699 その他理化学・計測機器類

医療・薬品類 0701 医療機器 リハビリ機器

コード ： ０７ 0702 医療用薬品 医薬品、検査試薬

0703 工業用薬品 水道用処理薬剤、滅菌剤

0704 衛生材料 包帯、ガーゼ、紙おむつ

0799 その他医療・薬品類 医療用消耗品、知能検査器材
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農林水産業用品類 0801 農林水産業用機器 農業用車両、灌漑用ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾁｪｰﾝｿｰ

コード ： ０８ 0802 農林水産業用薬品 農薬、除草剤

0803 肥料

0804 動物・飼料 家畜、飼料

0805 植物 樹木（リースを除く）、種苗

0899 その他農林水産業用品類 園芸資材

工事用材料類 0901 ｾﾒﾝﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

コード ： ０９ 0902 石材

0903 鋼材

0904 砂利・砂・土

0905 セメント２次製品 コンクリートブロック、ヒューム管

0906 木材

0907 仮設建物 プレハブ倉庫、焼却炉、仮設トイレ

0908 管工事材料

0909 電気工事材料

0910 道路保安用品 道路標識、防護柵、道路凍結防止剤

0911 塗料

0912 アルミサッシ

0913 建具 畳、ガラス、ドア

0999 その他工事用材料類 防水・防音資材、シャッター、フェンス

燃料・動力類 1001 石油 ｶﾞｿﾘﾝ、灯油、軽油、工業用油脂、潤滑油

コード ： １０ 1002 ＬＰガス

1003 高圧ガス 医療・理化学・工業用ガス

1004 電力 電力

1099 その他燃料・動力類 木炭、練炭、石炭、天然ガス

百貨・日用品類 1101 百貨 従業員50人以上の衣食住全種販売業

コード ： １１ 1102 記念品・贈答品 額縁、置物、時計、貴金属、陶器

1103 記章・バッジ 楯、トロフィ、旗、腕章

1104 衣類

1105 寝具・その他の繊維類 ﾍﾞｯﾄﾞ、毛布、ｼｰﾂ、ｶｰﾃﾝ、ｶｰﾍﾟｯﾄ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ

1106 ゴム・革製品 長靴、雨衣、靴、鞄

1107 荒物雑貨 食器、日用雑貨

1199 その他記念品・日用品類 梱包資材、ダンボール

その他物品類 1201 写真 撮影、ｶﾒﾗ、現像ﾌﾟﾘﾝﾄ、ﾌｨﾙﾑ

コード ： １２ 1202 書籍 教科書、専門書、雑誌、ビデオソフト

1203 スポーツ用品 体操器具、ユニフォーム

1204 楽器 楽器、楽譜、音楽ＣＤ

1205 嗜好品 茶、ｺｰﾋｰ（酒、煙草は含まない。）

1299 その他物品類 玩具、模型製作、茶道具

リース・レンタル 1301 リース（事務機器） ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ、コピー機

コード ： １３ 1302 リース（リネン、医療用機器） リネン、ベッド

1399 その他リース 車両、樹木
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＜役務の提供＞

大 分 類 小 分 類

コード 名 称 業 務 の 例 示

役務の提供 1401 電算業務（開発、保守管理） システム・ソフト開発、保守管理

コード ： １４ 1402 その他電算業務 データ処理、ホームページ作成

1403 広告 広告代理、CM制作

1404 旅客運送 バス、自動車等による旅客運送

1405 その他運送 貨物運送、引越、宅配

1406 クリーニング 衣服、シーツ

1407 人材派遣 (労働者派遣法に基づく許可を有するもの）

1408 資源回収 古紙・金属等の売払

1409 警備業務 建物、工事現場等の警備

1410 建物保守・管理 ビル等建築物の保守管理

1411 設備保守・管理 電気設備、衛生設備等の保守管理

1412 清掃業務（建物） ビル等の清掃（設備の清掃を除く）

1413 清掃業務（屋外） 道路、公園等の清掃

1414 その他清掃 設備、浄化槽・貯水槽その他の清掃

1415 害虫駆除 建物内部、農地、林業地

1416 産業廃棄物処理 （収集、運搬を含む）

1417 各種調査・研究 （設計・測量等の業務を除く）

1418 イベント等企画 イベント・編集の企画、ビデオ制作

1419 筆耕、翻訳等業務 筆耕、翻訳、速記、ﾃｰﾌﾟ起し、製図、ﾄﾚｰｽ

1420 森林整備 森林整備事業

1499 その他役務 車両運行管理、貸倉庫


